
近
年
、
我
が
国
の
人
権
に
関
す
る
現

状
を
見
ま
す
と
、
女
性
や
子
ど
も
を
め

ぐ
る
人
権
問
題
と
し
て
は
、
ド
メ
ス
テ

ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
や
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
い
じ
め
や
体

罰
、
児
童
虐
待
な
ど
が
頻
発
し
、
大
き

な
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
加
え

て
、
高
齢
者
へ
の
虐
待
、
同
和
問
題
、

障
害
の
あ
る
人
、
外
国
人
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感

染
者
や
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
等
に
対
す
る

差
別
や
偏
見
、
更
に
は
、
高
度
情
報
化

社
会
を
反
映
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
通
信
な
ど
の
新
し
い
メ

デ
ィ
ア
を
利
用
し
た
差
別
事
象
や
、
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
の
問
題
な
ど
が
発

生
し
、
人
権
問
題
は
多
様
化
し
つ
つ
あ

り
ま
す
。

平
成
11
年
７
月
に
出
さ
れ
た
人
権
擁

護
推
進
審
議
会
の
人
権
教
育
・
啓
発
に

関
す
る
答
申
及
び
平
成
14
年
３
月
に
策

定
さ
れ
た
「
人
権
教
育
・
啓
発
に
関
す

る
基
本
計
画
」
に
お
い
て
、
国
民
の
一

人
一
人
が
人
権
尊
重
の
理
念
を
正
し
く

理
解
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
て

い
ま
す
。
加
え
て
、「
人
権
教
育
・
啓

発
に
関
す
る
基
本
計
画
」に
お
い
て
は
、

生
命
の
尊
さ
・
大
切
さ
や
、
自
己
が
か

け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
る
と
同
時
に

他
人
も
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
る

こ
と
、
他
人
と
の
共
生
・
共
感
の
大
切

さ
を
真
に
実
感
で
き
る
よ
う
な
啓
発
を

推
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
ま

す
。そ

こ
で
、
法
務
省
と
全
国
人
権
擁
護

委
員
連
合
会
で
は
、
人
権
の
世
紀
と
い

わ
れ
る
21
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
人
権
尊

重
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
、
国
民
一

人
一
人
が
人
権
の
意
義
や
重
要
性
に
関

す
る
知
識
を
確
実
に
身
に
付
け
る
と
と

も
に
、
人
権
問
題
を
直
感
的
に
と
ら
え

る
感
性
や
日
常
生
活
に
お
い
て
人
権
へ

の
配
慮
が
そ
の
態
度
や
行
動
に
表
れ
る

よ
う
な
人
権
意
識
を
は
ぐ
く
む
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
に
、
啓
発

活
動
重
点
目
標
を
「
育
て
よ
う
　
一
人

一
人
の
　
人
権
意
識
ー
思
い
や
り
の

心
・
か
け
が
え
の
な
い
命
を
大
切
に

ー
」
と
定
め
、
積
極
的
な
啓
発
活
動
を

展
開
し
て
い
ま
す
。

全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で

は
、
６
月
１
日
を
「
人
権
擁
護
委
員

の
日
」
と
定
め
、
こ
の
日
を
中
心
と

し
て
各
市
町
村
に
お
い
て
人
権
擁
護

委
員
に
よ
る
人
権
相
談
所
を
開
設
し

ま
す
。

相
談
は
無
料
、
秘
密
は
守
ら
れ
ま

す
。
お
気
軽
に
御
相
談
く
だ
さ
い
。

白
岡
町
の
相
談
日
は
次
の
と
お
り

で
す
。（
予
約
は
不
要
で
す
。）

日
時

６
月
12
日
（
月
）

午
後
１
時
〜
午
後
４
時

場
所

役
場
４
階
会
議
室
４
０
１
・

特
別
会
議
室
１

相
談
員

人
権
擁
護
委
員

問
合
せ
先

町
民
活
動
推
進
課
　
　

（
92
）１
１
１
１
　
内
線
３
５
３

な
お
、
人
権
相
談
は
毎
月
原
則
10

日
に
開
催
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
さ

い
た
ま
地
方
法
務
局
久
喜
支
局
で

は
、
毎
週
月
・
木
曜
日
に
開
催
し
て

い
ま
す
。
期
日
な
ど
は
広
報
し
ら
お

か
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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人
権
相
談
所
を

開
設
し
ま
す

６
月
１
日
は
、
人
権
擁
護
委
員
法
が
施
行
さ
れ
た
日
で
す
。

昭
和
23
年
に
政
令
に
基
づ
い
て
人
権
擁
護
委
員
制
度
が
設
け
ら
れ
、
翌
24
年
６
月
１
日
に
人
権
擁
護
委
員

法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
地
域
住
民
の
中
に
あ
っ
て
国
民
の
基
本
的
人
権
を
擁
護
す
る
機
関

で
あ
る
人
権
擁
護
委
員
制
度
が
誕
生
し
ま
し
た
。

「サクラソウ栽培
教室」の皆さんが育
てた日本サクラソウ
の展示会・苗の無料
配布が行われました。

4／17～21 役場庁舎

日ごろ使用している体育施設は自分たちの手できれいにし
たいと、町体育協会では、総合運動公園の清掃を行いました。

3／25 総合運動公園

白岡産のものを
はじめ多種多様な
サクラソウに訪れ
た多くのかたが見
入っていました。


